
訪問系サービスの留意事項等

令和６年度障害福祉サービス等事業者説明会資料

① 令和７年４月の主な制度改正等
② 令和６年度報酬改定等
③ その他留意事項等
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略称 名称

法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

政令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）

施行規則 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚労令第19号）

基準省令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準（平成18年厚生労働省令第171号）

解釈通知
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について（平成18年12月6日障発第1206001号）

委任条例 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例（平成24年3月21日条例第4号）

報酬告示
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに
要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第523号）

留意事項
通知

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに
要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日障発第1031001号）

Q＆A 障害福祉サービス等報酬改定に関するQ＆A

指定・運営等に係る根拠法令等

根
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法
令
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酬
算
定
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【参考】（1）根拠法令、告示
デジタル庁 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/

  厚生労働省 法令等データベースシステム https://www.mhlw.go.jp/hourei/
（2）解釈通知・留意事項通知

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
リンク先は令和６年度報酬改定時点のものです。（以降に改定等があった場合は、その内容は反映されていません）

（3）Q＆A等
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html

  「障害福祉サービス等」ホームページ＞「10 障害福祉サービス等に関するQ＆A」（H18～H27）、「11 障害福祉サービス等報酬改定」
（H24～（各報酬改定のページにリンクがあります））などに掲載されています。

（4）障害福祉サービス事業等の指定申請手続について（居宅系、GH、相談支援）
  兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw19_000000009.html

（5）福祉・介護職員等処遇改善加算について
  兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/h24syoguukaizennkasann.html

（6）その他（各種研修案内ほか事業者向け情報）
  兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/life/cate3_114.html

https://laws.e-gov.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw19_000000009.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/h24syoguukaizennkasann.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/life/cate3_114.html
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変更の届出

⚫ 指定を受けた内容（事業所の名称、所在地、その他厚生労働省令で定められている事項）に変更があった時は、変更があった日
から10日以内に変更届を提出する必要があります。ただし、一部、事前の変更申請が必要なものがあります。

⚫ 事業の休止・廃止の場合は、予定日の１月前までに届出を行う必要があります。

⚫ 介護給付費等算定にかかる変更は、届出時期により、加算項目等の算定開始時期に影響しますので、ご注意ください。

【算定開始時期の取扱い（原則）】
原則であり、加算等の種類によっては、下記によらない場合があります。
ア 加算等の算定される単位数が増える場合

届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定を開始
届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定を開始

イ 加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る（又は算定されなくなる）事実が発生した日から算定を行わない。

【算定開始時期の取扱い（令和7年4月の特例）】
令和7年4月の加算等の届出の期限については、以下のとおり取扱います。

（1）福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る令和7年度処遇改善計画書
4月15日（火曜日）までに県民局に提出 → 4月から算定
4月16日（水曜日）～4月30日（水曜日）に県民局に提出 → 6月から算定
※ 詳細は、福祉・介護職員等処遇改善加算のホームページ

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/h24syoguukaizennkasann.html を参照ください。

（2）前年度の実績を届け出ることによって算定することができる加算等（単位数が増加する場合）
4月15日（火曜日）までに県民局に提出 → 4月から算定
4月16日（水曜日）～4月30日（水曜日）に県民局に提出 → 4月から算定（＊）
（＊）データ反映が5月以降となるため、翌月請求や過誤調整が必要

上記（1）（2）以外は通常ルールどおりです。

 〈注意点〉
・通常分、4月の特例分とも、スケジュールに余裕をもって提出してください。
・減算についても、該当する場合は適切に届出をお願いします。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/h24syoguukaizennkasann.html
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①令和７年４月の主な制度改正等
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R7.3.31で経過措置が終了し、減算の適用対象になります

令和６年度報酬改定
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令和７年４月制度改正
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令和７年４月制度改正
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②令和６年度報酬改定等
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【訪問系サービス関係 抜粋版】

※報酬の算定基準だけでなく、指定基準が改正された事項もあり
ますので、運営の際は、改めてご留意をお願いします。

※虐待防止、身体拘束適正化、情報公表制度、処遇改善加算等は、
この説明会の共通事項やその他の事項の説明を参照ください。

「障害福祉サービス
の利用等にあたって
の意思決定支援ガイ
ドライン」の基本原
則に十分留意しつつ、
利用者の意思決定の
支援に配慮（解釈通
知）

意思決定支援ガイドラインに掲げる基本原則（解釈通知抜粋）
ア 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行う。
イ 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、

その選択を尊重するように努める姿勢が求められる。
ウ 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、
様々な情報を把握し、根拠を明確にしながら意思及び選好を推定する。
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厚生労働省通知「入院時支援連携加算に関する様式例
の提示等について」参照

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2（令和6年4月5日）
（熟練従業者による同行支援）
問 18 勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の
度合にある利用者（Ａ利用者）を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援
の度合にある利用者（Ｂ利用者）に初めて従事する場合、熟練従業者による同
行支援の報酬の対象となるか。

（答）
対象とならない。
重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害
者等包括支援の度合にある利用者（重度訪問介護加算対象者（15％加算対象
者））の支援に従事する場合が対象であり、当該事業所での２人目以降の支援
は対象とならない。



18



19

現在経過措置により従事されている場合は、経過措置終了までに所定
の研修の受講をお願いします。

厚生労働省 障害保健福祉関係主管課長会議資料（令和７年３月）抜粋

●支援計画シート及び支援手順書の情報管理の徹底について
行動障害を有する者への支援については、一貫性のある支援を行うために支援計画シー

ト及び支援手順書を作成し、関係者間で必要な情報を共有することが重要である。
他方、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 
171 号）第 36 条に規定のとおり、行動援護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由が
なく、業務上知り得た利用者の情報を漏らしてはならないこととされており、また、他の
事業者等に対して、その情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得
ておく必要があるので、利用者の情報の取り扱いには改めてご留意願いたい。
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③その他留意事項等
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【抜粋版】


	既定のセクション
	スライド 0: 訪問系サービスの留意事項等
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28


